
短期入所サービス重要事項説明書 

（障害者短期入所みずほの家、障害者短期入所ひこうき雲共通） 

 

障害児（者）短期入所サービスの提供にあたり、当事業所が利用者に説明すべき事項は次のとおり

です。 

 

１．事業所経営法人の概要 

名称  株式会社みずほ   法人所在地 兵庫県丹波篠山市北新町48-20 

代表者氏名 山中 信人   電話番号  079-554-3488 

 

２．事業所の概要 

〔みずほの家〕 

〔名 称〕みずほの家       〔所在地〕兵庫県丹波篠山市北新町48-20 

〔施設種別〕障害者短期入所  〔指定年月日〕平成27年3月1日 

〔事業所番号〕2811400171     〔利用定員〕９名  

〔管理者氏名〕山中 祥平  080-114-0996 

〔建物〕構造（木造一部二階建て）面積（1階床面積136.86㎡  2階床面積 53.78㎡） 

〔電話番号〕 079-554-3488 〔FAX〕079-554-3489   

 

〔ひこうき雲〕 

〔名 称〕ひこうき雲      〔所在地〕兵庫県丹波篠山市東吹646 

〔施設種別〕障害者短期入所  〔指定年月日〕平成31年3月1日 

〔事業所番号〕2811400247   〔利用定員〕６名  

〔管理者氏名〕山中 祥平  080-114-0996 

〔建物〕構造（木造二階建て）面積（床面積274㎡） 

〔電話番号〕 079-506-1904 〔FAX〕079-506-8768  

 

３．事業所の設備等の概要 

〔みずほの家〕 

部屋 広 さ タイプ 定員 冷暖房 テレビ WI-FI 

１号室 11.52㎡ 洋室 1 ○ ○ 〇 

２号室 19.20㎡ 洋室 2 ○ ○ 〇 

３号室 24.31㎡ 和室 3 ○ ○ 〇 



４号室 15.37㎡ 洋室 1 ○ ○ 〇 

５号室 16.00㎡ 洋室 2 ○ ○ 〇 

 

 

〔ひこうき雲〕 

部屋 広 さ タイプ 定員 冷暖房 テレビ WI-FI 

２０１号室 11.6㎡ 洋室 1 ○ ○ 〇 

２０２号室 11.6㎡ 洋室 1 ○ ○ 〇 

２０３号室 8.7㎡ 洋室 1 ○ ○ 〇 

２０４号室 10.6㎡ 洋室 1 ○ ○ 〇 

２０５号室 18.00㎡ 洋室 2 ○ ○ 〇 

 

４．従業者の配置（みずほの家、ひこうき雲共通） 

管理者1名、生活支援員4名（利用人数により異なります）、栄養士1名 

 

５．主な職種の勤務体制（みずほの家、ひこうき雲共通） 

管理者    13:00-21:00〔中番〕 

生活支援員① 21:00-翌7:00〔夜間宿泊〕 

生活支援員② 7:00-9:30〔早番〕 

生活支援員③ 15:00-21:00（遅番） 

生活支援員④ 15:00-21:00（遅番） 

栄養士    週2回〔土、日〕 

※ 利用人数により勤務体制、勤務時間が変更になる場合があります。 

 

６．一日の流れ（みずほの家、ひこうき雲共通） 

【利用者の一日の流れ】 

15:30以降 みずほの家到着 

16:30～21:00 入浴（交代制） 

18:00～19:00 夕食 

22:00 消灯 

6:30 起床・洗顔 

7:10 朝食 

8:00～9:00 みずほの家出発 



 

７．短期入所サービスの内容 

(給付費の対象となるサービス) 

①日常生活の支援 

Ⅰ 入浴 

・原則として毎日行います。入浴が困難な場合には清拭を行う等適切な方法で実施します。 

Ⅱ 排泄、脱着衣、整容等日常生活に関すること 

・利用者の障害程度や心身の状況等を考慮し、自立に向けた支援を行います。 

②送迎サービス 

・自宅と事業所間の送迎を行います。（事業の実施地域に限ります） 

③医療及び健康管理 

・緊急時等、嘱託医師・協力医療機関等による診療・治療を行います。 

・服薬に関する管理・支援を行います。 

 

８．利用料金及び支払い方法 

〔利用料金〕 

①利用者負担金 

ご利用者様又は扶養義務者の負担能力に応じ市町村長が定めた額をご利用者様がご負担。 

②個人負担金 

 食事提供加算該当の方 食事提供加算非該当の方 

水光熱費 ６００円 ６００円 

夕 食 ４００円 ５００円 

朝 食 ２００円 ３００円 

リネン代 ３００円 ３００円 

合 計 １，５００円 １，７００円 

       ※昼食は、３００円（食事提供加算非該当の方は４００円） 

 

〔ご利用料金の支払い方法〕 

１．利用者は、サービスの提供の対価として、利用料金の合計額を月ごとに支払います。 

２．事業所は、当月の利用者負担金合計額の請求書を、翌月１０日までに利用者に送付します。 

３．利用者は、当月の利用者負担金の合計額を、翌月末日までに支払います。 

４．事業所は、利用者からの利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。 

ただし、銀行振込の場合は、振込み書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行し

ます。 



 

支払いは、以下のいずれかの方法でお支払いください。 

① 現金支払い 

② 事業者指定口座への振り込み（手数料はご負担ください） 

金融機関 

●ゆうちょ銀行  篠山支店 

記号14260  番号4267561 口座名義 株式会社みずほ 

           

●中兵庫信用金庫 篠山支店 

普通 口座番号0766789  口座名義 株式会社みずほ  

 

〔キャンセル料〕 

前日12:00（正午）以降のキャンセルには、理由をとわず400円（夕食材料費）をご請求いたしま

す。 

 

９．利用に際しての留意事項 

〔貴重品管理〕 

利用者の責任において管理していただきますが、自己管理できない場合は、事業所で保管いたします。 

 

10．協力医療機関等 

医療法人社団小嶋医院   兵庫県丹波篠山市北45-4 

 

11．非常災害時の対応 

非常時の対応別途に定める防災計画により対応します。 

避難訓練消防法に定められた年２回以上の訓練を利用者参加の上実施します。 

 

12．苦情等申立先 

受付担当者  山中 祥平  080-1446-0996 

 

13．緊急時の対応 

サービス中に利用者の容態に急変があった場合は、協力医療機関に連絡する、または、救急病院に

搬送するなどの必要な措置を講ずるほか、管理者・ご家族等へ連絡を行います。 


